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大分県身体障害者福祉センターの指定管理候補者の選定結果について

平 成 １ ７ 年 １ １ 月 １ 日

大分県福祉保健部障害福祉課

１ 経緯

大分県身体障害者福祉センターの指定管理候補者の選定にあたり、大分県福祉保健部

指定管理候補者選定委員会（以下、選定委員会）は、応募事業者から提出された書類の

審査を行ってまいりましたが、このたび、審査・選定が終了いたしましたので、ここに

結果をお知らせします。

２ 大分県福祉保健部指定管理候補者選定委員会 委員等

委 員 長 一宮 公人（大分県福祉保健部審議監）

委 員 松村 良平（大分県福祉保健部福祉保健企画課長）

委 員 重松 完一（大分県福祉保健部高齢者福祉課長）

委 員 川野 義人（大分県福祉保健部障害福祉課長）

アドバイザー 有馬 健（国立別府重度障害者センター所長）

アドバイザー 秦野 晃郎（公認会計士）

アドバイザー 山岸 治男（大分大学教育福祉科学部教授）

３ 指定管理候補者選定の経過

項 目 年月日

●第１回福祉保健部指定管理候補者選定委員会 平成１７年７月２０日（水）

（施設の概要説明、審査基準・スケジュール・

募集要項等の検討）

公募開始 平成１７年８月５日（金）

（公告）

公募に関する現地説明会の実施 平成１７年８月１８日（木）

公募に関する質問受付 平成１７年８月２３日（火）

公募に関する質問回答 平成１７年８月３１日（水）

申請書の受付 平成１７年１０月４日（火）

（申請： 社福）大分県社会福祉協議会）（

応募資格等確認 平成１７年１０月６日（木）

ヒアリング実施通知 平成１７年１０月１７日（月）

●第２回福祉保健部指定管理候補者選定委員会 平成１７年１０月２４日（月）

（申請団体のヒアリング、審査、協議・選定）

※●は選定委員会



2

４ 審査の方法、審査基準及び配点について

７月２０日に開催した第１回大分県福祉保健部指定管理候補者選定委員会において、

審査基準及び配点を定めました。この内容は、募集要項に記載しています。

審査基準 審査基準における評価項目 配点

１ 事業計画書の内容が、 ・センターの管理運営の基本方針

県民の平等な利用が確保 ・平等な利用を図るための具体的手法及 ２０点

されるとともに、サービ び期待される効果 ×７人

スの向上が図られるもの ・サービスの向上を図るための具体的手 ＝１４０点

であること 法及び期待される効果

２ 事業計画書の内容が、 ・利用者増を図るための具体的手法及び

施設の効用を最大限に発 期待される効果 ２０点

揮するものであること ・センターの維持管理の内容、適格性及 ×７人

び実現の可能性 ＝１４０点

３ 事業計画書の内容が、 ・センターの管理運営に係る経費の内容

施設に管理に係る経費の ２０点

縮減が図られるものであ ×７人

ること ＝１４０点

４ 事業計画書に沿った管 ・収支計画の内容の適格性及び実現の可

理を安定して行う能力を 能性 ４０点

有しているものであるこ ・安定的な運営が可能となる人的能力 ×７人

と ・安定的な運営か可能となる経理的基盤 ＝２８０点

・類似施設の運営実績

１００点

計 ×７人

＝７００点

５ 申請団体一覧

平成１７年８月５日から１０月５日までの間、公募を行い、以下の団体から申請があ

りました。

（受付順）

団 体 名

１ 社会福祉法人 大分県社会福祉協議会

計 １団体

６ 選定結果及び選定理由

１０月２４日に開催した第２回選定委員会において厳正な審査を行った結果、次の団

体を指定管理候補者として選定しました。
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（１）選定結果

［団体名］

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会

（大分市大津町２丁目１番４１号 会長 帯刀 将人）

［事業概要］

障害者の社会参加や自己実現活動を支援するため、機能訓練、スポーツ、文化等

の各種教室を開催するほか、体育室やプール等の体育施設を利用した障害者の機能

訓練や交流促進の場を提供する。

・障害のある人々への各種相談、機能訓練、スポーツ、文化活動等の実施

・障害者団体や特定非営利活動法人（ＮＰＯ）等との協働や情報提供

・障害者と健常者の交流促進 他

（２）選定理由

申請団体の提案は、これまで堅実かつ安全に当該施設の管理運営を行ってきた実績

を踏まえ、障害者団体やＮＰＯ法人等と連携実績が豊富であることや、障害者のニー

ズに即したスポーツ教室等、各種講座が充実していること、管理運営体制・施設管理

に関するノウハウを持ち、計画に沿った管理を行う能力を有すると認められるため。

７ 審査の評価及び得点（各団体の評価項目）

審査基準における評価項目 項目得点

１ 事業計画書の内容が、県民の平等な利用が確保されるととも

に、サービスの向上が図られるものであること １１３．５０

（１）センターの管理運営の基本方針

（ ． ）４８ ００

（２）平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果

（ ． ）１３ ２５

（３）サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効

（ ． ）果 ５２ ２５

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するもので

あること １０９．５０

（１）利用者増を図るための具体的手法及び期待される効果

（ ． ）５２ ５０

（２）センターの維持管理の内容、適格性及び実現の可能性

（ ． ）５７ ００

３ 事業計画書の内容が、施設に管理に係る経費の縮減が図られ

るものであること ７０．００

提案価格（１）センターの管理運営に係る経費の内容

１８～２２年度

５１，０４５千円

． ）（ ７０ ００

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているも

のであること ２３４．２５
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（１）収支計画の内容の適格性及び実現の可能性

（ ． ）５７ ５０

（２）安定的な運営が可能となる人的能力

（ ． ）５３ ７５

（３）安定的な運営か可能となる経理的基盤

（ ． ）２５ ００

（４）類似施設の運営実績

（ ． ）９８ ００

総 得 点 ５２７．２５

総 合 評 価

（ ） 、 、○申請団体 県社会福祉協議会 は 市町村社会福祉協議会を会員としていること

各種社会福祉団体、行政関係者の参画により運営されていること等から県内に幅

広いネットワークを構築しており、社会福祉の各分野に精通し、高度な専門性、

中立性を有している。また、施設を利用する障害者のニーズに即応するサービス

提供体制が整備されている。

○障害者団体、ＮＰＯ法人、ボランティアとの連携や協働実績が豊富であり、施設

を利用する障害者や障害者団体に対する利用調整や情報提供の機能が充実してい

る。

○社会福祉の専門知識、障害者スポーツの指導資格を有した職員を抱え、十分な管

理運営体制も有し、当該施設の管理運営を行う能力を有すると認められる。

８ 今後の予定

指定管理候補者は、選定委員会の結果を踏まえて県で決定し、県議会の議決を経たう

えで、指定管理者として指定されます。

【参 考】

第２回大分県福祉保健部指定管理候補者選定委員会議事要旨

○結果 申請者に対するヒアリングを実施し、審査基準に基づき採点を行った。各委員

・アドバイザーの採点を集計し、意見交換を行い、身体障害者福祉センターの指

定管理候補者として（社福）大分県社会福祉協議会を選定した。

○議題に係る主な質問・意見等

・職員の人件費は増加が見込まれているのか。

・利用者の増加に向けた目標数値の設定根拠は何か。

・利用者が増加した場合、経費の支出が増加するのではないか。

・提案価格と、これまでの運営管理に要していた経費との差はどうなっているのか。

・他の類似施設の利用率の把握は行っているか。


